
 第６３回岡山県中学校総合体育大会 (飛込の部) 要項 

 
 
１  目  的   本大会は、中学校教育の一環として、中学校生徒に広く水泳競技実践の機会を与え、技能の向上とア

マチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校生徒
の相互の親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催  岡山県中学校体育連盟  岡山県教育委員会 NPO法人岡山県水泳連盟  山陽新聞社 
 
３  主  管  岡山県中学校体育連盟水泳競技部 
 
４ 後  援  公益財団法人岡山県スポーツ協会  
 
５  会  期  令和７年７月13日(日) 
 
６  日  程   開会式   ９：１０～ 
        競技開始  ９：２０～高飛込 
             １１：４０～３ｍ飛板飛込 
 
７  会  場  鳥取県営東山水泳場 

〒683-0031 鳥取県米子市東山町92  
 
８  参加資格   (1) 参加者は、岡山県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法第１条に基づく当該中学校生

徒である。  
        (2)  岡山県中学校体育連盟拠点校部活動参加規程に基づき、拠点校で活動している生徒は参加するこ

とができる。 
               (3)  年齢は、平成22年４月２日以降に生まれたものに限る。 
               (4) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月30日までに、岡山県中学校体育連盟を

通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。 
              (5)  参加資格の特例 

① 学校教育法第134条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各地区予選会に参加を認められた生
徒であること。参加資格を得た各種学校は別に定める条件を具備すること。 

         ② 地域クラブ活動に所属し、岡山県中学校体育連盟及び各地区中学校体育連盟の予選会に参加を
認められた生徒であること。参加を希望する地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。 

1)  岡山県中学校体育連盟主催大会の参加を認める条件 
ア 岡山県中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 
イ 生徒の年令及び修業年限が我が国の中学校と一致している（原則、岡山県下の中学校等に在

籍している生徒であること）。 
ウ 地域クラブ活動にあっては、日常継続的に代表者もしくは指導資格を有する指導者の指導の

もとに、岡山県下で適切に行われていること。 
エ 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和

４年12月27日スポーツ庁・文化庁発出）の「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」を遵守しているこ
と。 

オ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは都道府県競技団体に登録されていること。かつ同
じ内容で岡山県中学校体育連盟に登録していること。 

カ 岡山県中学校体育連盟主催大会及び予選会となる全ての大会において、競技役員や審判など
運営上必要な事項に協力すること。 

キ 地域クラブ活動で大会に参加する場合、同一年度における大会について、在籍中学校での大
会参加は原則認めない。その逆も同様である。 

2) 岡山県中学校体育連盟主催大会に参加した場合に守るべき条件 
ア 大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の

円滑な運営に協力すること。 
イ 大会参加に際して、地域クラブ活動においては、責任ある代表者・指導者が生徒を引率する

こと。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立
てておくこと。 

ウ 大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 
エ 団体競技における地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする（複数のチームの参加は

できない）。 
           オ 競技部（専門部）ごとに示す大会参加に関する細則を理解し、同意していること。 

3) 参加を認めない場合 
ア 大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は参加を認めない。 
イ 在籍生徒が県をまたぐことは原則認めない。ただし、以下のすべてを満たす場合に限り特別

に認める。 



・生徒が在籍する学校に該当する部活動がない場合 
・中国ブロック内の隣接する県である場合 

・県内に「該当する地域クラブ活動がない」または「地理的条件などにより、日常的に練習参
加することが実質不可能である」場合 

4) 水泳競技部細則 
 「令和７年度全国中学校体育大会 地域クラブ活動の参加資格の特例競技部細則（水泳競技）」（令
和６年１０月１１日 日本中体連発出）に準ずる。 

(6) 参加するチーム・選手の引率・監督は、出場校（チーム）の校長・教員・部活動指導員、地域 
クラブ活動の代表（指導）者とする。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはな
れない。（ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第78条の２に示されている者を
いう。） 

        (7)  大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者、トレーナー等は、部
活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者からの懲戒処分
を受けていない者であること、地域クラブ活動の指導者においては、日本スポーツ協会公認指導
者の処分等に該当していない者であることとしている。校長（代表者）はこの点を確認して、大
会申込書を作成する。なお、外部指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこと
とする。 

         (8)  校長・教員・部活動指導員が引率できないと校長が判断した場合、「岡山県中学校総合体育大会
及び岡山県中学校秋季体育大会引率細則」により、校長が適切であると承認した外部指導者に引
率及び監督の資格を認める。その際には、所定の書類を岡山県中学校体育連盟会長他に提出する
こと。 

(9)  個人情報の取り扱い(利用目的) 
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、岡山県中学校体育連盟個人情報保護方針・
規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資
格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記
録発表(記録集)等、その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。 
 

９  参加制限   １団体１種目２名以内 
 
10  競技規則    2025年度(公財)日本水泳連盟飛込競技規則による。 
 
11 種  目  (1)  男子 

３ｍ飛板飛込 ９演技種目 
①制限選択飛（難易率合計９．５以内）各群より５演技種目 
②自由選択飛            異群より４演技種目 

  高飛込８演技種目（５つ以上の群より選択） 
①制限選択飛（難易率合計７．６以内）異群より４演技種目 
②自由選択飛            異群より４演技種目 

(2)  女子 
３ｍ飛板飛込 ８演技種目 
①制限選択飛（難易率合計９．５以内）各群より５演技種目 
②自由選択飛            異群より３演技種目 

  高飛込 ７演技種目（５つ以上の群より選択） 
①制限選択飛（難易率合計７．６以内）異群より４演技種目 
②自由選択飛            異群より３演技種目 

 
12 表  彰 競技終了後に表彰式を行う。各種目３位までを表彰状を授与する。 
 
13 参加申込  (1)  大会運営費一部負担金：１人1,000円(当日受付) 

(2)  申込方法：中体連水泳部ホームページから学校参加申込用紙・個人申込用紙をダウンロードし、
岡山市立京山中学校 福田 哲也 宛へ送付する。 

(3)  申込期限：令和７年６月13日(金)必着 
(4)  申込先：〒700-0087 岡山市北区津島京町1-7-1 岡山市立京山中学校 

福田 哲也 宛  ℡ 086-254-2797  FAX 086-254-3420 
(5)  参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。 

 
 
14 競技順序  ①男子高飛込 
        ②女子高飛込 
        ③男子３ｍ飛板飛込 
        ④女子３ｍ飛込飛込 
        ＊参加選手数、その他の事由により、一部変更することがある。当日決定、発表される。 
 
 
 



15 そ の 他  (1)  受付は各チームの引率者で行い、受付を済ませてから練習を行うこと。 
(2)  本大会は、全国中学校体育大会の予選を兼ねる。 
(3)  本大会で制限標準点を突破した者は、全国中学校体育大会に出場できる。 

制限標準得点数 
（男子） 
３ｍ飛板飛込  282点（自由選択飛 135点） 
高飛込     255点（自由選択飛 140点） 
（女子） 
３ｍ飛板飛込  247点（自由選択飛 100点） 
高飛込     220点（自由選択飛 105点） 
 

(4)  引率者は競技役員を兼ねる。９時までに会場に集合してください。 
(5)  大会中止による上位大会への参加の有無・出場決定方法等については、県中体連理事会で決定し

た方法により選出し、出場者が所属する中学校を通して連絡をする。 
(6) 本大会は、岡山県中学校体育連盟「令和７年度岡山県中学校体育連盟主催大会実施上のインフル

エンザ・コロナウイルス感染症などに関わる対応について」並びに岡山県水泳連盟「新しい競技
会様式 2023.5.8改訂版」に従って開催する。 

(7)  その他、不測の事態が生じた場合は、別途協議する。 
(8)  開場は７時とする。 

 
 


